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日    時 

 

場    所 

 

委員定数 

 

出席委員 

 

 

欠席委員 

 

会議に出席した 

公務員の職氏名 

 

 

 

傍聴人 

 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の概要 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

 

 

教育長 

平成29年四国中央市教育委員会第５回定例会会議録 

 

平成29年５月24日（水） 午後１時30分～ 

 

四国中央市本庁５階第１委員会室 

 

５名 

 

教育長 伊藤 茂 、委員 篠原 祥子 、委員 近藤達之介 、 

委員 鈴木 千明 、委員 東 誠 

 

なし 

 

指導部長 眞鍋 葵 、教育総務課長 田辺  敏文 、 

学校教育課長 品川  弘樹 、生涯学習課長 篠原 正二 、 

文化振興課長 合田 路彦 、教育総務課長補佐 宮﨑 卓哉 、 

教育総務課係長 井川 季代 、教育総務課 戸田 浩史 

 

なし 

 

 日程第１  開会宣言 

日程第２ 教育長挨拶 

日程第３ 平成29年第４回定例会会議録の承認 

日程第４ 平成29年第５回定例会会議録署名人の指名 

日程第５ 諸般の報告 

  教育長より諸般の報告 

  各課長より事務報告 

日程第６ 議事 

議案第11号 公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第12号 四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱につい 

て   

議案第13号 四国中央市図書館協議会委員の任命について 

議案第14号 四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について 

議案第15号 四国中央市教科書採択委員会研究委員の委嘱について 

日程第７ その他 

６月市議会定例会上程議案について 

「四国中央市公民館条例及び四国中央市教育施設等使用条例の一部を改 

正する条例について」 

日程第８ 閉会宣言  

 

開会 

午後１時30分 定刻になったので、平成29年第５回定例会を開会する。 

 なお、教育委員全員の出席を得られているので、本定例会の成立を確認す

る。開会にあたり、教育長よりご挨拶をお願いする。 

 

教育長挨拶 

４月の末に市内中学校で体育祭が行われた。えひめ国体が秋に開催される
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宮﨑補佐（教総） 

 

 

教育長 

 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

教育長 

 

全委員 

 

教育長 

 

ため、この時期に体育祭が実施されることとなったが、各校とも例年通りス

ムーズな運営がなされていた。先生方も大変だったとお察しするが、子ども

たちにとっても年度当初で馴れない中ではあったが、力を合わせて実施され

ている様子が窺えた。校長先生より、今回の体育祭を通してクラスの一体感

が得られたとの良いお話もいただいている。 

５月より学校訪問が始まっているが、教育委員各位におかれてはお忙しい

中、訪問いただき感謝申し上げる。現在のところ７校の訪問を終えている。

残り18校に加え幼稚園訪問についても引き続きよろしくお願いする。 

５月14、21日には、市内各地区で町民運動会が行われた。天気にも恵まれ

各会場とも暑い中ではあったが、子どもから大人まで参加いただき和気藹々

とした雰囲気で競技が行われていた。 

５月17日には、新宮小中学校にてロボ教材を用いた参加型公開授業が実施

された。校区外の子どもたちも参加し、大変ご好評をいただき翌日の新聞等

にも掲載された。次期学習指導要領において、小学校でのプログラミング必

修化が盛り込まれているが、今回その趣旨に即した授業を愛媛大学社会共創

学部の先生方、大学生の皆様に行っていただいた。参加された保護者の方々

のアンケートを拝見しても大変良い評価をいただいていた。今後も想像力、

論理的思考力、問題解決能力等を培うことを中心に据え、こうした授業が進

められると思う。先日、将棋のプロ棋士と人工知能が戦う第２期電王戦二番

勝負の第２局が開催され、プロ棋士が２連敗を喫したと報じられていた。以

前は、将棋や囲碁というのは論理思考が難しくコンピュータでは人間に勝て

ないと言われていたが、既にコンピュータが人間を追い越した形となってき

ている。今後は、私たちが想像もできなかったような世界に子どもたちが生

きて行くことになると思われる。故に、今回の授業で学んだような想像力や

論理的思考力等を培うための教育の必要性を改めて感じた。学校現場では、

これから新しい学習指導要領に基づいて教育を行う準備を色々と進める必要

があり大変だが、現場の先生方と協力し取り組んで行きたいと思う。 

書道パフォーマンス甲子園の関係だが、先日、参加申込みが終了した。参

加申込み総数が、これまでで最高の105校（前回大会は96校）であった。ま

た、参加申込み都道府県も37と過去最高であった。新規に申し込まれた高校

が23校もあり、そのような新しい高校も次々と本戦に出場していただければ

と思う。 

 

これよりの議事進行については、教育長にお願いする。 

 

会議録承認 

会議録の承認について諮る。平成29年第４回定例会会議録案について、事

務局より説明を求める。 

 

平成29年第４回定例会会議録案の概要を説明する。 

 

平成29年第４回定例会会議録案の承認について諮る。 

 

承認する旨答える。 

 

承認の旨確認し、平成29年第４回定例会会議録の原案を承認する旨宣す

る。既に指名の委員には、それぞれ後ほど会議録に署名を願う。 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化振興課長 

 

 

会議録署名委員の指名 

平成29年第５回定例会会議録署名人に、篠原祥子委員、東誠委員を指名す

る。 

 

報告事項 

諸般の報告については特別に私から申し上げることはなく、各課から報告

の後ご審議いただきたい。 

各課から事務報告を求める。 

 

教育総務課所管の教育総務・学校管理・学校施設に関し、資料に基づき事

務報告する。 

 5/12 四国都市教育長連絡協議会総会が香川県三豊市にて開催されてい

る。 

 5/17 平成29年度愛媛県へき地教育振興会理事会及び総会が開催されてい

る。 

 5/19 第69回全国都市教育長協議会定期総会が奈良県にて開催されてい

る。 

 5/22 えひめ国体がいよいよ近づいてきたが、えひめ国体常任委員会・総

会がグランフォーレにて開催されている。 

続いて、学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。 

 6/5 第１回学校給食会理事会、6/15に学校給食会総会の開催を予定して

いる。 

  

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。 

先ほど教育長よりお話があったが、５月11日より学校訪問がスタートして

いる。教育委員各位におかれては、お忙しい中、連日の学校訪問感謝申し上

げる。 

5/17 ロボ教材による新宮小中学校公開授業が行われた。６月15日は、愛

媛大学紙産業イノベーションセンターにご協力いただき公開授業が行われ

る。 

続いて、少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。 

5/1 天満公民館を皮切りに各地区の補導委員会が開催されている。 

 

生涯学習課所管の社会教育・社会体育・人権教育に関し、資料に基づき事

務報告する。 

４月末から５月にかけて市連合婦人会、スポーツ推進委員協議会、PTA連

合会、愛護班連絡協議会の総会が開催されている。 

5/14、21 市内各地区で町民運動会が開催され、多くの方が参加されてい

る。 

人権教育関係では、新規採用・転入教職員等人権・同和教育研修会が今月

末より始まる。今年度は４回の研修を予定しており、対象となる教職員は99

名である。また、例年実施している人権・同和教育推進者養成講座も６月よ

り始まる。回数は年５回で申込者が現在のところ約350名となっている。 

 

文化振興課所管の文化振興・図書館に関し、資料に基づき事務報告する。 

５月中に文化協会支部総会をそれぞれの地域で実施している。 
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教育長 

 

篠原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

東委員 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

先ほど教育長よりお話があったが、第10回書道パフォーマンス甲子園につ

いては、現在、審査員の方々に本戦出場校を選出いただいているところであ

る。 

各図書館においては、上映会やおはなし会等、ボランティアグループの協

力をいただき様々な行事を実施している。 

かわのえ高原ふるさと館では、企画展として「幕末川之江村 難渋人救済

の記録」を開催中である。 

暁雨館では、明後日までだが「宇摩の奇人・安藤正楽君展」後期というこ

とで企画展を開催している。 

 

只今の各報告について、意見質問等がないか問う。 

 

先ほど教育長からもお話があったが、ロボ教材による新宮小中学校の公開

授業は、本当に良かったと思う。その際、お話しさせていただいた方が、丁

度、今年度より新たに校区外から通われるようになった児童の保護者であっ

た。お子さんは新宮小中学校に喜んで通っており、すぐに打ち解けたとのこ

とであった。また、朝に家から出る時間も今までと大きく変わらず、不便も

ないそうだ。わくわく教室も非常に楽しんでおり、この公開授業が終わった

ら一緒に帰ろうと言うと、わくわく教室が終わってから帰るとのことであっ

た。保護者からの絶賛の声を聴き私も嬉しくなった。わくわく教室の様子も

見させていただいたが、本当に真剣に取り組んでいる子どもたちの様子が窺

えた。指導にあたっている先生方も毎日が楽しいと言っておられた。新宮小

中学校における新たな取り組みは、良いスタートを切れたのではないかと思

う。 

 

他に意見質問等がないか問う。 

 

５月29日に開催される四国中央市人権教育協議会総会の内容について伺い

たい。 

 

事務報告及び次年度の予算等について扱われることとなる。 

 

他に意見質問等がないか問う。特にない旨確認し、議事に移る。 

 

議事 

議案第11号｢公民館運営審議会委員の委嘱について｣を上程し、議案の説明

を求める。 

 

議案第11号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、教職員の人事異動及び社会教育団体代表者の変更に伴

い、委員の委嘱を求めるものである。なお、後任委員の任期は、四国中央市

公民館条例第５条第２項の規定により、前任委員の残任期間で、委嘱の日か

ら平成30年３月31日までとする。 

 

 只今の議案第11号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、11号について異議ないか問う。 

 



四 国 中 央 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

5  

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

文化振興課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

文化振興課長 

 

教育長 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第11号｢公民館運営審議会委員の委嘱について｣の

原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第12号｢四国中央市少年育成センター運営協議会委員の委嘱

について｣を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第12号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市少年育成センター運営協議会委員の辞任に

伴い、委員の委嘱を求めるものである。なお、後任委員の任期は、四国中央

市少年育成センター条例第４条第３項の規定により、前任委員の残任期間

で、委嘱の日から平成30年３月31日までとする。 

 

只今の議案第12号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、12号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第12号｢四国中央市少年育成センター運営協議会

委員の委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第13号｢四国中央市図書館協議会委員の任命について｣を上程

し、議案の説明を求める。 

 

議案第13号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、異動等による幼稚園長代表、保育所長代表、学校図書

館主任代表の辞任に伴い、委員の任命を求めるものである。なお、委員の任

期は四国中央市図書館条例第10条第４項の規定により、前委員の残任期間

で、任命の日から平成30年３月31日までとする。 

 

只今の議案第13号の説明に、意見質問等ないか問う。 

現在、図書館業務については、指定管理となっているが、図書館協議会と

の関係性はどのようになっているのか。 

 

図書館協議会の位置付け及び設置目的等について説明する。 

 

その他に意見質問等ない旨確認し、13号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第13号｢四国中央市図書館協議会委員の任命につ

いて｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第14号｢四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ

いて｣を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第14号について、資料に基づき議案を説明する。 

これは、四国中央市教育支援委員会規則第３条の規定に基づき、医師、学

校教育関係者、児童福祉関係者及び学識経験者に委嘱又は任命するものであ
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教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

篠原委員 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

篠原委員 

る。委員の任期は、同規則第４条の規定により１年で、平成30年３月31日ま

でとする。 

 

只今の議案第14号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、14号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第14号｢四国中央市教育支援委員会委員の委嘱及

び任命について｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、議案第15号｢四国中央市教科書採択委員会研究委員の委嘱につい

て｣を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第15号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市教科書採択委員会要綱第８条第３項の規定

により推薦があったため、四国中央市立小学校において平成30年度から使用

する教科書図書（特別の教科 道徳）に関し専門的な調査研究を行う教科書

採択委員会研究委員の委嘱を求めるものである。委員の任期は、委嘱の日か

ら研究調査が終了する日までとする。 

 

只今の議案第15号の説明に、意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、15号について異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案第15号｢四国中央市教科書採択委員会研究委員の

委嘱について｣の原案を可決する旨宣する。 

続いて、その他案件に移る。 

 

その他 

６月市議会定例会上程議案「四国中央市公民館条例及び四国中央市教育施

設等使用条例の一部を改正する条例について」事務局の説明を求める。 

 

６月市議会定例会上程議案「四国中央市公民館条例及び四国中央市教育施

設等使用条例の一部を改正する条例について」資料に基づき説明する。 

これは、中曽根公民館の新築移転に伴い、関係条例の一部を改正するもの

である。 

 

只今の説明に、意見質問等ないか問う。 

 

公民館使用料の金額内容について説明を願う。 

 

公民館使用料の金額内容について資料に基づき詳細を説明する。 

 

他に意見質問ないか問う。 

 

公民館に関して地域の方から質問を受けたのだが、「公民館は避難場所と



四 国 中 央 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

7  

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なっているのに水や食料等を備蓄していなのか」というものであった。その

件について伺いたい。 

 

新たに建設予定の金生公民館は、タンクを備え飲料水を確保するようにし

ている。但し、既存の公民館についてはそのような設備を備えていない。防

災倉庫は備えているものの多人数に対応したものではない。新たに建設され

る公民館については、その辺りの改善はなされている。 

 

飲料水等を含め物資については、防災センターに備蓄されており、そこか

ら供給されることになっている。 

 

加えて新しく備えられた施設にも備蓄し、そこからも供給されることにな

る。 

 

他に意見等ない旨確認し、その他報告事項等ないか問う。 

 

次回定例会の招集を願う発言。 

 

次回、教育委員会第６回定例会を平成29年６月28日（水曜日）午後２時30

分から、本庁５階第１委員会室に召集する。 

その他に報告等ないか問い、報告意見等ない旨確認する。 

 

閉会 

 午後２時10分、閉会を宣する。 

 

 

 

 

 

 以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。 

 

 

 

 教育委員会会議録署名人 

 

 

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

   

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

 

              会議録作成者 教育総務課 宮﨑 卓哉 

 


